
令和５年度 総合型選抜（第２期）（入学手続完了後）提出書類 

以下の書類を期限内に提出してください。 

１ 提出期限 令和５年３月１７日（金）郵送又は持参，持参は午後３時まで 

２ 提出書類等 

提 出 書 類 部数 注 意 事 項 

保証書 １ 

日本大学マイページから出力してください。 

https://exam.nihon-u.ac.jp/guidance/net-niho

n-u

出身高等学校等の卒業証明書 １ 

① 「卒業証書」とは異なりますのでご注意くだ

さい。

② 高等学校卒業程度認定試験合格者の場合は

「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明

書」を提出してください。

住民票記載事項証明願 

（住民票に代えることも可） 

【２～３頁目にあります】 

１ 

① 必要事項を記入し,市区町村の役所で証明を

受けてください。

② 外国人の場合は「住民票」及び「外国人登録

証」もしくは「在留カード」の写しを提出し

てください。

③ 住民票を提出される場合は，個人番号（マイ

ナンバー）を記載しないでください。個人番

号（マイナンバー）が記載された住民票はお

受け取り致しかねます。

④ 記入方法については，３頁目の記載見本を参

照してください。

日本大学学生証台帳 

【４頁目にあります】 

１ 

① 写真を貼付してください

・添付前に裏面に受験番号・氏名を必ず記入く

ださい。

・上半身，縦４cm×横３cm

・スピード写真は不可

② 卒業時まで学生証の写真として使用します。

日本大学松戸歯学部後援会会則・ 

校友会趣意書 

【５頁～９頁目にあります】 
ご一読ください（提出不要）。 

※ 高等学校等の卒業日の都合上，「卒業証明書」の提出が上記の期日に間に合わない場合は，

可能な限り速やかに提出してください。

※ 不明な点がある場合は，教務課までお問合せください。

提出書類等に関して ：047-360-9339（松戸歯学部教務課）

３ 提出先 

  〒271-8587 千葉県松戸市栄町西 2-870-1 

  日本大学松戸歯学部 教務課 入試係 

４ 提出方法  郵送又は持参 

※ ４月以降の学校行事（開講式・入学式・ガイダンス・オリエンテーション等）の日程につき

ましては，別途通知いたしますので，あらかじめ御承知おき願います。

以  上 
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【日本大学松戸歯学部提出用】 
 

 

   

 

 

住 民 票 記 載 事 項 証 明 願  
 

 

市（区）町 村 長   殿 

令和  年  月  日 

 

申請者住所 〒                                        

 

                      

 

氏名             印 

 

下記のとおり住民基本台帳に記載があることを証明願います。 

 

 

上記願出のとおり相違ないことを証明します。 

 

令和    年    月    日 

 

市（区）町村長氏名                     印 

 

 

－証明者へのお願い－ 

 この証明書は，上記枠内の者の氏名の表記，生年月日，性別，本籍を確認する目

的でお願いするものです。証明に当たっては，住民基本台帳上での氏名の表記・字

体に特に御注意願います。 

受 験 番 号 

 

氏      名 生 年 月 日 性 別 

 昭和･平成   年   月   日生 男・女 

本 籍 
都・道 

府・県 
世 帯 主  

住  所 
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記載見本 
※赤枠に記載のこと 

住民票記載事項証明願は住民票に代えることも可。 

 

受験番号を記載してください。   

 

 

住 民 票 記 載 事 項 証 明 願  
 

 

市（区）町 村 長   殿              記入年月日を記載してください。 

  令和 〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

 

       「申請者」は入学者・保証人（保護者）どちらでも構いません。（要印鑑） 

申請者住所   〒271-8587 千葉県松戸市栄町西 2-870-1        

氏名    日大 花子    印 

 

下記のとおり住民基本台帳に記載があることを証明願います。 

 

 

 

上記願出のとおり相違ないことを証明します。 

 

令和      年      月      日 

   

市（区）町村長氏名                  印 

 

－証明者へのお願い－ 

 この証明書は，上記枠内の者の氏名の表記，生年月日，性別，本籍を確認する目

的でお願いするものです。証明にあたっては，住民基本台帳上での氏名の表記・字

体に特に御注意願います。 

【日本大学松戸歯学部提出用】 

受 験 番 号 

 

氏      名 生 年 月 日 性 別 

日大 花子 

略字は使用しないでください。 

戸籍に登録された文字で記載してください。 

昭和･平成 16年 11月 1 日生 男・女 

本 籍 
都・道 

千葉   府・県 
世 帯 主 

日大 太郎 

本人の場合は「本人」と記載 

住  所 
千葉県松戸市栄町西 2丁目 870番 1号 

※住所の番地については略さず，記載してください。 

 記載せず，住民票のある市区町村の役所で証明を受けてください。 
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※ 

日本大学学生証台帳 

所  属：松戸歯学部 歯学科 

受験番号：

ふりがな：

氏  名：

注意事項 

１ 写真サイズは縦４㎝×横３㎝です 

２ 写真は背景無地，無帽，正面向きの肩から上を撮影したものとします。 

３ 写真裏面にボールペンで受験番号及び氏名を記載し，糊がはみ出さないように張り付けてください。 

４ この台帳の写真を元に学生証を作成します。卒業まで学生証の写真として使用しますので，ふさわしい写真を張り付けてください。 

写真サイズ 
縦 4㎝×横 3 ㎝ 
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日本大学松戸歯学部後援会会則 
 

 

平成１０年 ３月 ７日 制定 

平成１０年 ４月 １日 施行 

平成１１年 ６月２６日 改正 

平成１１年 ６月２６日 施行 

平成２３年 ５月２８日 改正 

平成２３年 ５月２８日 施行 

平成３０年 ５月２６日 改正 

平成３０年 ４月 １日 施行 

 

 
 

第１章 名 称 
第１条 本会は，日本大学松戸歯学部後援会（以下本会という）と称し，事務所を松戸歯

学部内に置く。 
 

第２章 目 的 
第２条 本会は，日本大学松戸歯学部が行う，学生の人格育成及び健全な学生生活の助成

に協力し，会員相互の親睦を図り，もって日本大学松戸歯学部の発展に寄与することを

目的とする。 
第３条 本会は，前条の目的を達成するために，次の各号による事業を行う。 
 ① 学生の福利及び厚生の向上に対する協力 
 ② 学部の教育環境整備に対する協力 
 ③ その他後援会の目的達成に必要な事業 
 

第３章 会 員 
第４条 本会の会員は，学部に在学する学生の父母，またはこれに代わる者を正会員とし，

本会の役員に選任された，松戸歯学部専任教職員を特別会員とする。 
 

第４章 役 員 
第５条 本会の事業を行うために，次の役員及び幹事を置く。 
 ① 名誉会長   １名（松戸歯学部長） 
 ② 会  長   １名（父母側） 
 ③ 副 会 長   ２名（父母側１名・学部側１名） 
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 ④ 理  事  ３５名以内（父母側・学部側） 
 ⑤ 監  事   ２名（有識者） 
 ⑥ 幹  事  若干名（学部側） 
第６条 会長は，松戸歯学部長（以下学部長という）が，会員のうちから候補者を推挙し，

総会において選任する。 
第７条 副会長・理事・監事及び幹事は，会長と学部長が協議のうえ候補者を推挙し，総

会において選任する。 
第８条 名誉会長を除く他の役員及び幹事の任期は１か年とし，再任を妨げない。 
２ 役員及び幹事は，次期総会終結時までその職務を執行する。 
第９条 名誉会長は，会長の諮問に応じ，本会の目的達成のために必要な指導・助言を行

う。 
第１０条 会長は，本会を代表し，会務を統理し，総会並びに役員会を招集する。 
第１１条 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。 
第１２条 理事は，事業の計画・実施に当たるとともに，その他必要な会務をつかさどる。 
第１３条 監事は，本会の事業及び経理を監査する。 
第１４条 幹事は，本会の運営に係る事務を行う。 
第１５条 役員会は，本会事業執行について決するものとし，必要に応じ随時開催する。 
第１６条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会目的達成のために必要な事項の諮

問に応える。 
２ 顧問は会長と学部長が協議したうえで候補者を推挙し，総会で選任する。 
３ 顧問の任期は１か年とし，通算１０年間を限度とする。 
 

第５章 委員会 
第１７条 本会に必要に応じ委員会を設けることができる。 
第１８条 委員会は委員若干名をもって構成し，会長が委嘱する。 
第１９条 委員会は会長の諮問について答申する。 
 

第６章 総 会 
第２０条 定期総会は，毎年１回会長が招集する。 
２ 総会の定足数は，会員の４分の１以上の出席をもって成立し，その議決は出席者の過

半数の同意を必要とする。 
第２１条 特に緊急を要する議決事項については，役員会において代行し，次回の総会に

報告して事後承認を得るものとする。 
２ 前項の議決は，役員の３分の２以上の出席を必要とし，その過半数をもって決する。 
第２２条 本会は，定期総会において，次の各号の事項を行う。 
 ① 会務報告 
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 ② 事業計画並びに予算の審議 
 ③ 決算報告 
 ④ 役員の選任 
 ⑤ その他本会の目的達成に必要な事項 
 

第７章 会 計 
第２３条 本会の経費は，会費・寄付金その他の収入をもってあてるものとする。 
第２４条 本会の入会金は，100,000 円とする。 
第２５条 本会の会費は，在学生１名につき年額 30,000 円とする。会費納入の時期は，毎

年度始めとする。 
第２６条 本会の会費及び入会金は，正会員が負担するものとする。 
第２７条 本会の会計年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 
 

第８章 委 託 
第２８条 本会の連絡等通知業務，会費の徴収業務及びその他業務は，松戸歯学部所管課

に委託する。 
 

第９章 慶 弔 
第２９条 本会会員並びに学生に慶弔の事柄があったとき，本会は慶弔の意を表すことが

できる。 
２ 前項の取扱いについては，役員会の議を経て，これを別に定める。 
 

第 10章 会則の改正 
第３０条 本会の会則を改正する場合は，役員会の議を経て，総会の承認を経なければな

らない。 
 

附    則 
１ 本会則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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日本大学松戸歯学部後援会・弔慰の取扱い 
 

平成１３年３月２２日 
役員会決定 

 
 日本大学松戸歯学部後援会会則第２９条による弔慰の取扱いは，次のとおりとする。 
 
１ 対   象          弔慰金   花輪・生花等  弔  電 
  会員（本人・配偶者）の死亡  30,000 円    １基    （会長名） 
                 （会長名）  （会長名） 
 
  会員の子女（在校生）の死亡  30,000 円   １基    （会長名） 
                 （会長名）  （会長名） 
 
２ 上記以外の弔慰金・見舞金等が発生した場合には，その都度役員会を開催し決定する

ものとする。 
 
３ この取扱いは，平成１２年６月２５日に遡って実施する。 
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趣 
 

意 
 

書 
 

拝
啓 

こ
の
た
び
は
、
本
学
に
合
格
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。 

日
本
大
学
は
、
明
治
二
十
二
年
の
創
立
以
来
、
百
三
十
三
年
の
歴
史
と
良
き
伝
統

を
誇
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
を
有
す
る
総
合
大
学
で
す
。
現
在
は
更
な
る
英
知
の
結

集
と
知
の
創
造
を
図
り
、「
日
本
一
教
育
力
の
あ
る
大
学
」
を
目
指
し
て
多
角
的
に
教

学
事
業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
大
学
と
共
生
の
立
場
に
あ
る
日
本
大
学
校
友
会
は
、
自
立
・
自
助
の
精
神

に
則
っ
て
会
員
相
互
の
親
睦
と
福
利
増
進
を
図
り
、
母
校
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
、
準
会
員
制
度
を
導

入
し
て
、
在
学
生
も
校
友
会
の
構
成
員
と
い
た
し
ま
し
た
。 

準
会
員
制
度
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
校
友
会
か
ら
在
学
生
に
対
し
て
積
極
的
に

教
育
支
援
を
行
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
校
友
会
が
次
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
関
わ

る
こ
と
で
、
大
学
が
取
り
組
む
教
学
事
業
を
後
押
し
す
る
力
と
な
り
、
大
学
の
興
隆

発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
教
育
支
援
の
理
念
の
も
と
、
準
会
員
に
は
診
療
費
の
助
成
や
就
職
支

援
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
も
幅
広
く
学
生
生
活
を
支
援
し
て
い
く
所
存
で
す
。 

な
お
、
準
会
員
会
費
の
納
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
初
年
度
授
業
料
等
納
入
時
に
、

次
年
度
以
降
は
、
授
業
料
等
納
入
時
に
大
学
・
学
部
等
か
ら
代
理
徴
収
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。 

ど
う
ぞ
、
準
会
員
制
度
の
趣
意
に
つ
い
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
わ
り

た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

ぜ
ひ
入
学
を
志
望
さ
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 
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日 

本 

大 
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位 
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